
二十四　麺類製造業

　イ　原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有し、必要
に応じて原材料及び製品の乾燥及び冷蔵又は冷凍をする室又は場所を有すること。室を場所とす
る場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

　ロ　原材料の前処理をし、及び製品の製造をする室又は場所にあつては、製造する品目に応じ
て、混錬、成形、圧延、裁断、茹で、蒸し、油調及び冷却に必要な設備を有すること。


